
平成 18 年度税制改正の概要 
 

現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するため

の「あるべき税制」の構築に向け、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲

を実施するとともに、定率減税を廃止し、併せて法人関連税制、土地・住宅税制、

国際課税、酒税・たばこ税等について所要の措置を講ずることとし、次のとおり

税制改正を行うものとする。 

 

個人所得課税 

 

 

 

 

○ いわゆる三位一体改革の一環として行う所得税から個人住民税への３兆円の税源

移譲に関し、所得税の税率構造を５％～40％の６段階に改める。 

（注）平成 19 年分以後の所得税について適用する。なお、平成 18 年度においては、

暫定的措置として、所得譲与税により税源移譲を行う。 
 
○ 定率減税（所得税額の 10％相当額、限度額 12.5 万円）は、平成 18 年分をもって廃

止する。 
 

法人関連税制 

 

 
○ 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分

の特別税額控除割合に５％を加える措置を講ずる。 
 
○ 情報基盤強化税制として、産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促

すものの取得等をした場合に、基準取得価額の 50％相当額の特別償却と 10％相当額

の特別税額控除を選択適用できる制度を創設する。 
 
○ 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア等を加えるととも

に、適用期限を２年延長する。 
 
○ 交際費等について、損金不算入となる範囲から１人当たり 5,000 円以下の一定の飲

食費を除外する。 
 
○ 同族会社の留保金課税制度について、同族要件を大幅に緩和し、留保控除額を引き

上げる等抜本的な見直しを行う。 
 

土地・住宅税制 

 

 

 

 

○ 土地の売買等に係る登録免許税について、税率を軽減する措置を講ずる。 
 

○ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度を創設する（費用の 10％

相当額、限度額 20 万円）。 
 

○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を２年延長する。 
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国際課税 

 

 

 

 

○ 国際的な投資交流の促進、租税回避の防止のための措置を講ずるとともに、租税条

約の規定に基づく情報収集制度を拡充する。 

 

酒税・たばこ税 

 

 

 

 

○ 酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」、「混成酒類」の４種

類に大括りするとともに、税率の簡素化を図る（平成 18 年５月１日から適用）。 
 
○ たばこ税の税率を１本当たり 0.426 円（国・地方合わせて 0.852 円）引き上げる 

（平成 18 年７月１日から適用）。 

 

社会経済情勢の変化への対応 

 

 

 

 

○ 地震保険料控除を創設する（最高５万円）。 
 

○ 寄付金控除の適用下限額を５千円（現行１万円）に引き下げる。 
 

○ 所得税等の申告書に係る公示制度を廃止する。 
 

○ 給与の源泉徴収票等の電子交付を可能にする。 
 

○ 新たな会社法の制定に伴い、所要の整備を行う。 

 

その他 

 

 

 

 

○ 相続税の物納制度について、許可基準及び手続の明確化、審査期間の法定等の措置

を講ずる。 
 

○ 円滑な申告納税のための環境を改善するため、所要の見直しを行う。 
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（別表）

(単位：億円）

1 税源移譲に伴う所得税減税 △ 30,970 △ 4,430

　

2 定率減税の廃止 13,060 　 1,990

　
3 法人関連税制

(1) 試験研究費の増加を促進する措置の追加 △ 200 △ 160

(2) 情報基盤強化税制の創設 △ 1,000 △ 830

(3) 中小企業投資促進税制の対象資産の見直し △ 560 △ 390

(4) 交際費等の損金不算入制度の見直し △ 740 △ 440

(5) 同族会社の留保金課税制度の見直し等 △ 2,100 △ 750

計 △ 4,600 △ 2,570

4 土地・住宅税制

(1) 土地の売買等に係る登録免許税の税率の軽減 △ 1,500 △ 1,500

(2) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額控除の創設 △ 30 △ 20

計 △ 1,530 △ 1,520

5 たばこ税 940 710

6 社会経済情勢の変化への対応

(1) 地震保険料控除の創設等 △ 80 －

(2) その他 △ 30 △ 10

計 △ 110 △ 10

7 その他の租税特別措置の改正

(1) 研究開発税制の上乗せ措置の廃止 　 1,240 　 970

(2) IT投資促進税制の廃止 　 5,590 　 4,880

(3) 開発研究用設備の特別償却の廃止 　 670 　 540

(4) 同族会社の留保金課税制度の特例の廃止 　 1,550 　 460

(5) 不動産登記に係る登録免許税の税率の特例の廃止 　 2,660 　 2,660

(6) その他 　 140 　 110

計 　 11,850 　 9,620

8 その他

事業免許等に係る登録免許税の整備 20 20

　　　　　　　　小　　　　　計 △ 11,340 　 3,810

9 所得譲与税による税源移譲 　 － △ 18,930

　　　　　　　一般会計分　計 △ 11,340 △ 15,120

（注） 1.

2.
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平成18年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額

改          正          事          項 平  年  度 初  年  度

上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

平成18年度の所得譲与税による税源移譲額は、30,090億円（平成17年度分11,160億円及び平成18年度追加分
18,930億円の合計）である。




